
「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
こ

寺
　
内

生
口、

￥

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
一
〇
世
紀
－
一
二
世
紀
の
受
領
に
は
い
か
な
る
階
層
、
地
位
・
身
分
の
者
が
任
用
さ
れ
て
い
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、

当
時
の
受
領
を
「
受
領
書
」
と
一
括
し
て
把
握
で
き
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
当
時
の
受
領
に
階
層
や
地
位
・
身
分
の
面
で
共
通
項
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
林
屋
辰
三
郎
氏
、
橋
本
義
彦
氏
、
吉
川
真
司
氏
の
議
論
が
あ
る
。

　
戦
後
す
ぐ
の
時
期
に
院
政
1
1
受
領
政
権
論
を
提
唱
し
た
林
屋
辰
三
郎
氏
は
、
こ
の
時
期
の
受
領
を
「
受
領
層
」
と
と
ら
え
、
彼
ら
の
動

き
を
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
「
受
領
層
」
は
摂
関
期
に
お
い
て
は
摂
関
家
に
追
従
す
る
官
僚
で
あ
り
、
受
領
生
活
に
よ
っ
て
得
た
富
力

を
も
っ
て
摂
関
家
に
盛
ん
に
経
済
的
奉
仕
を
行
っ
た
が
、
荘
園
整
理
を
求
め
る
彼
ら
と
最
大
の
荘
園
領
主
た
る
摂
関
家
と
は
次
第
に
対
立

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
「
受
領
層
」
が
政
治
的
進
出
の
た
め
に
絶
好
の
基
地
と
し
た
の
が
院
政
政
権
で
、
そ
の
下
で
彼
ら
は
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

近
臣
と
な
り
、
そ
の
富
力
で
も
っ
て
政
権
を
支
え
た
。
院
政
は
「
受
領
層
に
よ
る
受
領
層
の
た
め
の
政
権
」
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
林
屋
氏
は
摂
関
・
院
政
期
の
「
受
領
層
」
を
そ
の
富
力
で
摂
関
家
に
対
し
て
経
済
的
奉
仕
を
行
う
と
と
も
に
院
政
を
支
え

る
存
在
と
し
た
の
だ
が
、
当
時
の
受
領
を
一
括
し
て
一
つ
の
階
層
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
の
が
橋
本
義
彦
氏
で
あ
る
。
橋
本
氏

は
当
時
の
受
領
に
は
「
中
・
下
級
の
事
務
官
僚
を
は
じ
め
、
学
者
も
あ
れ
ば
武
士
も
あ
り
、
そ
の
社
会
的
・
政
治
的
立
場
は
決
し
て
一
様

七
七



七
八

で
は
な
か
っ
た
」
、
「
受
領
群
の
中
味
は
流
動
的
で
、
そ
の
時
々
に
変
化
が
あ
り
、
基
本
的
な
利
害
や
主
義
・
行
動
を
共
に
す
る
一
つ
の
階

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

層
或
は
階
級
を
形
成
し
た
と
み
る
の
は
困
難
で
あ
る
」
と
林
屋
氏
を
批
判
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
摂
関
期
を
初
期
権
門
体
制
下
と
す
る
吉
川
真
司
氏
は
、
貴
族
社
会
の
最
上
層
を
権
門
、
中
下
級
貴
族
層
を
「
受
領
層
」

あ
る
い
は
「
家
司
女
房
面
」
、
最
下
層
を
家
人
雑
任
層
と
し
、
こ
の
う
ち
中
下
級
貴
族
層
に
つ
い
て
は
「
律
令
禄
制
の
最
終
的
解
体
に
よ
っ

て
中
下
級
貴
族
は
権
門
へ
の
依
存
を
強
め
る
こ
と
に
な
り
、
男
性
に
お
い
て
は
家
司
・
受
領
、
女
性
に
お
い
て
は
女
房
と
し
て
奉
仕
す
る

体
制
が
確
立
す
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
林
屋
氏
が
提
唱
し
た
「
受
領
層
」
概
念
は
今
日
で
も
有
効
と
し
、
橋
本
氏
の
林
屋
説
批
判
に
対

し
て
は
「
中
下
級
貴
族
層
と
い
う
階
層
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
、
彼
ら
の
存
在
形
態
・
行
動
様
式
は
一
括
し
て
理
解
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
橋
本
の
議
論
は
「
受
領
」
の
語
に
拘
泥
し
す
ぎ
た
も
の
で
、
社
会
的
実
体
を
捕
捉
し
よ
う
と
し
た
林
屋
説
へ
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

効
な
批
判
と
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
反
批
判
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
摂
関
・
院
政
期
の
受
領
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
社
会
的
・
政
治
的
立
場
」
や
「
存
在
形
態
・
行
動
様
式
」
を
一
括
し
て
と

ら
え
う
る
か
否
か
で
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
こ
う
し
た
議
論
と
は
あ
ま
り
関
係
な
く
「
受
領
層
」
と
い
う
言
葉
が

ご
く
一
般
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
辞
書
に
よ
る
と
「
受
領
層
」
は
「
受
領
に
任
命
さ
れ
る
資
格
を
も
つ
階
層
。
お
お
よ
そ
四
・
五
位
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

生
涯
の
最
高
位
と
す
る
下
級
貴
族
。
平
安
中
期
女
流
文
学
者
の
出
身
階
層
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
受
領
層
」
は
四
位
・
五
位
の
中
下
級
貴
族
層
の
こ
と
で
あ
り
、
紫
式
部
や
清
少
納
言
の
父
が
中
下
級
貴
族
で
か
つ
受
領
で
あ
っ
た
故
に

「
受
領
層
」
が
中
下
級
貴
族
層
の
代
名
詞
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
四
位
・
五
位
の
中
下
級
貴
族
層
を
「
受
領
層
」
と
称
し

て
よ
い
か
ど
う
か
は
や
は
り
問
題
で
あ
り
、
改
め
て
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
受
領
層
」
を
め
ぐ
る
研
究
状
況
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
以
下
で
は
そ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
、
第
一
章
で
は
受
領
は
四
位
・
五
位

止
ま
り
の
中
下
級
貴
族
な
の
か
、
第
二
章
で
は
受
領
は
上
級
貴
族
な
ど
に
従
属
す
る
存
在
な
の
か
、
第
三
章
で
は
受
領
と
中
下
級
貴
族
層



と
の
関
係
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

受
領
と
公
卿

　
第
1
表
は
一
〇
世
紀
前
半
（
九
〇
一
－
九
五
〇
）
、
一
〇
世
紀
後
半
（
九
五
一
！
一
〇
〇
〇
）
、
一
一
世
紀
前
半
（
一
〇
〇
一
一
一
〇
五

〇
）
、
一
一
世
紀
後
半
（
一
〇
五
一
－
一
一
〇
〇
）
、
＝
一
世
紀
前
半
（
一
一
〇
一
1
一
一
五
〇
）
、
一
二
世
紀
後
半
（
一
一
五
一
－
一
二
、

○
○
）
の
各
時
期
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
の
人
数
と
そ
の
う
ち
の
受
領
経
験
者
の
数
を
『
公
卿
補
任
』
『
尊
卑
分
脈
』
等
を
参
考
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

氏
・
流
別
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
カ
ッ
コ
の
中
が
受
領
経
験
者
）
。
ま
た
、
第
2
表
は
各
時
期
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
の
極
官

を
大
臣
、
大
納
言
（
権
大
納
言
を
含
む
）
、
中
納
言
（
壷
中
納
言
を
含
む
）
、
参
議
、
非
参
議
に
分
け
て
調
べ
た
も
の
で
あ
る
（
カ
ッ
コ
の

中
が
受
領
経
験
者
）
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
表
を
も
と
に
各
時
期
に
お
け
る
受
領
の
階
層
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
一
〇
世
紀
前
半
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
は
四
八
人
で
、
特
定
の
氏
・
流
に
か
た
よ
る
こ
と
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
氏
・
流
か
ら
公
卿
が

　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

出
て
い
る
。
新
公
卿
四
八
人
の
う
ち
一
四
人
が
受
領
経
験
者
で
あ
る
。
新
公
卿
の
約
三
分
の
一
が
受
領
を
経
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
時
期
の
受
領
に
は
上
級
貴
族
に
な
る
者
が
少
な
か
ら
ず
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
時
期
は
受
領
陛
四
位
・
五
位
止
ま
り
の
中
下
級
貴
族

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
受
領
全
体
か
ら
す
れ
ば
そ
の
数
は
ご
く
わ
ず
か
だ
が
、
上
級
貴
族
の
数
自
体
が
少
な
い

の
で
、
新
公
卿
の
約
三
分
の
一
が
受
領
経
験
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
や
は
り
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
こ
の
時
期
の
公
卿
は
、
二
〇
代
、
三
〇
代
で
公
卿
に
な
り
、
そ
の
後
も
順
調
に
ポ
ス
ト
を
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
者
（
忠
平
流
藤

原
氏
や
醍
醐
源
氏
が
そ
の
典
型
）
、
中
央
・
地
方
に
お
い
て
長
年
官
僚
を
つ
と
め
、
高
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
公
卿
に
な
っ
た
者
、
そ
の

中
間
に
位
置
す
る
者
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
受
領
経
験
者
の
ほ
と
ん
ど
は
第
二
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ

「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
一
）

七
九



第1表一1　氏・流刑の新公卿数（藤原氏）

ユ0世紀前半 10世紀後半 11世紀前半 11世紀後半 12世紀前半 12世紀後半

摂　　家 7（1） 8 11 4 3 17

公　　季 0 1 2 4（1） 11（5） 20（3）

師　　実 0 0 0 4（1） 6（1） 9（1）

頼　　宗 0 0 3 5 9（3） 11（5）

長　　家 0 0 2 2 1 2（2）

道　　隆 0 4 3 2 4（4） 5（4）

道　　綱 0 1 1 0 0 3（2）

道　　兼 0 1 1 0 0 0

伊　　サ 0 2 2 1 0 0

為　　光 0 3 2 0 0 0

師　　通 0 0 0 0 ！ 2（2）

実　　頼 1 7 5 8（1） 2 0

師　　サ 1 1 1 1（1） 0 0

良　　門 2 0 0 0 1（1） 5（5）

．古‘　　　＋ｯ　　　月払 1 3（1） ！（1） 2（2） 4（4） 17（16）

良仁・良世 2（1） ！（1） 0 0 0 0

長’ ﾇ 0 4（4） 0 0 0 0

内麻呂 0 1（1） 2（2） 1（！） 2（1） 4（1）

魚　　名 1 4（3） 0 0 0 0

末　　茂 0 0 0 0 5（5） 14（13）

武智麻呂 4（1） ！ 1 0 0 0

真　　作 2 0 0 0 0 0

貞　　嗣 1 1（1） 0 0 0 8（6）

宇　　合 3（2） 0 0 0 0 0

八
O



「
受
領
層
」
に
つ
い
て

入

第1表一2　氏・流別の新公卿数（源氏他）

10世紀前半 10世紀後半 ll世紀前半 11世紀後半 ！2世紀前半 12世紀後半

嵯　　峨 2（2） 0 0 0 0 0

仁　　明 1（1） 0 0 0
，

0 0

文　　徳 1 1（1） 0 0 0 0

清　　和 0 1 0 0 0 3

陽　　成 1 0 0 0 0 0

光　　孝 2（1） 2（2） 0 0 0 0

宇　　多 1 4（1） 5（3） 2 1（1） 2（2）

醍　　醐 2 9（1） 4 8（1） 2（1） 0

村　　上 0 1 3 7 7（2） 8（！）

花　　山 0 0 0 0 0 1

三　　条 0 0 1 1 1 0

後三条 0 0 0 0 1 0

平 4 1（1） 1（1） 0 1（1） 18（14）

橘 3（3） 2（1） 0 0 0 0

菅　　原 0 2 0 0 0 0

中　　臣 0 0 1（1） 0 3（1） 4（1）

大　　江 1 2（1） 0 1（1） 0 0

高　　階 0 1 0 1（1） 0 2（2）

紀 2 0 0 0 0 0

小　　野 1 0 0 0 0 0

伴 1（1） 0 0 0 0 0

三　　善 1（1） 0 0 0 0 0



第2表　新公卿の極官

大　臣 大納言 中納言 参議 非参議 計

10世紀前半 10（0） 8（1） 12（3） 18（10） 0（0） 48（14）

10世紀後半 14（0） ！2（0） 12（3） 19（10） 12（6） 69（19）

11世紀前半 8（0） ！1（1） 16（0） 11（4） 6（3） 52（8）

ユ1世紀後半 7（0） 16（3） ユ7（2） 8（1） 6（4） 54（！0）

12世紀前半 14（4） 5（3） 21（！0） 15（6） 10（7） 65（30）

12世紀後半 28（3） 26（12） 33（18） 23（16） 45（31） 155（80）・

八
二

の
時
期
に
お
け
る
受
領
非
経
験
の
公
卿
が
公
卿
に
就
任
し
た
時
の
年
齢
の
平
均
が
四
四
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

七
歳
で
あ
る
の
に
対
し
、
受
領
を
経
験
し
た
公
卿
の
そ
れ
は
六
一
・
一
歳
で
あ
る
。
従
っ

て
、
公
卿
就
任
後
も
あ
ま
り
ポ
ス
ト
は
上
が
ら
ず
、
受
領
を
経
た
公
卿
の
極
官
は
大
納
言

が
一
人
、
中
納
言
が
三
人
、
参
議
が
一
〇
人
で
あ
る
。
受
領
を
経
た
公
卿
は
上
級
貴
族
層

の
な
か
で
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
下
層
を
占
め
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
一
〇
世
紀
後
半
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
は
六
九
人
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の

時
期
は
忠
平
流
の
公
卿
が
急
増
し
、
藤
原
氏
の
公
卿
の
過
半
を
占
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

多
く
が
公
卿
上
層
部
に
進
出
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
新
公
卿
六
九
人
の
う
ち
受
領
経
験
者
は
｝
九
人
で
、
人
数
的
な
割
合
は
…
○
世
紀
前
半

と
大
差
は
な
い
。
ま
た
、
前
半
期
と
同
様
、
彼
ら
が
公
卿
に
な
る
の
は
た
い
て
い
高
齢
に

な
っ
て
か
ら
で
、
そ
の
後
も
あ
ま
り
昇
進
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
受
領
を
経
た
公
卿

の
極
官
は
中
納
言
が
三
人
、
参
議
が
一
〇
人
、
非
参
議
が
六
人
で
あ
る
か
ら
、
ポ
ス
ト
の

上
が
り
方
は
前
半
期
と
あ
ま
り
差
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ

の
時
期
は
上
級
貴
族
に
な
る
受
領
が
い
る
と
は
い
え
そ
の
後
の
昇
進
状
況
は
一
〇
世
紀
前

半
と
ほ
ぼ
同
じ
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
こ
の
時
期
に
急
増
す
る
忠
平
流
の
公
卿
に
は
受
領
出
身
者
は
い
な
い
。
藤
原
氏

で
受
領
出
身
の
公
卿
は
い
ず
れ
も
忠
平
流
以
外
で
あ
る
。
ま
た
、
忠
平
流
以
外
の
藤
原
氏

の
公
卿
一
五
人
の
う
ち
二
人
が
受
領
を
経
て
い
る
。
従
っ
て
、
藤
原
氏
の
公
卿
の
場
合



は
、
忠
平
流
は
受
領
を
経
ず
、
そ
の
多
く
は
公
卿
上
層
部
に
進
出
す
る
の
に
対
し
、
忠
平
流
以
外
の
公
卿
は
、
そ
の
多
く
が
受
領
経
験
者

で
、
公
卿
に
な
っ
て
か
ら
は
あ
ま
り
昇
進
し
て
い
な
い
。

　
次
に
、
同
じ
一
〇
世
紀
後
半
で
も
末
期
に
な
る
と
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
状
況
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
つ
は
受
領
を
経
た
公
卿
の

数
が
増
え
る
と
と
も
に
非
参
議
の
者
が
多
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
受
領
を
経
た
公
卿
の
数
は
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
か
ら
天
延
三
年
（
九

七
五
）
ま
で
は
七
人
で
、
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
か
ら
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
ま
で
は
一
二
人
に
増
え
る
が
、
こ
の
う
ち
六
人
が
非
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

議
の
ま
ま
で
参
議
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
故
に
、
参
議
以
上
の
現
任
公
卿
に
限
定
す
れ
ば
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
受
領
を
経
た
公
卿
の

数
は
減
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
も
う
一
つ
は
摂
関
家
の
家
司
や
縁
戚
者
が
多
く
な
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
文
範
は
藤
原
実
者
の
家
司
、
橘
恒
平
は
藤
原
兼
通
の
家
司
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
V

藤
原
有
国
・
平
惟
仲
は
藤
原
吉
家
の
家
司
で
、
藤
原
安
親
は
藤
原
兼
家
の
義
兄
で
あ
る
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
受
領

も
摂
関
家
関
係
者
が
多
く
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
受
領
経
験
の
あ
る
公
卿
は
中
央
・
地
方
に
お
い
て
長
年
官
僚
を
つ
と
め
た
い
わ
ゆ
る
能
吏

タ
イ
プ
の
者
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
公
卿
・
受
領
と
も
に
人
事
面
で
公
的
・
官
僚
制
的
原
理
に
か
わ
っ
て
私
的
・
主
従

制
的
原
理
が
強
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
＝
世
紀
前
半
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
は
五
二
人
い
る
が
、
第
！
表
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
通
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
忠
平
流
の
藤

原
氏
と
宇
多
・
醍
醐
・
村
上
の
源
氏
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
忠
平
流
の
藤
原
氏
と
、
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
彼
ら
と
つ
な
が
る
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

部
の
源
氏
に
よ
り
公
卿
の
地
位
は
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
、
そ
れ
ら
以
外
の
諸
流
・
氏
の
者
は
公
卿
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
公
卿
に
な
れ
る
氏
・
流
と
そ
う
で
な
い
氏
・
流
と
が
分
離
す
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
た
な
か
で
公
達
（
前
者
）
と
諸
大
夫
（
後

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

者
）
の
家
格
が
成
立
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
五
二
人
の
新
公
卿
の
う
ち
受
領
経
験
者
は
わ
ず
か
八
人
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
受
領
を
経
た
公
卿
の
ほ
と
ん
ど
は
諸
大
夫
家
の
者

「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
こ

八
三



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
9
）

で
あ
っ
た
が
、
諸
大
夫
家
の
公
卿
が
大
幅
に
減
っ
た
た
め
結
・
果
的
に
受
領
を
経
た
公
卿
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
受
領
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
あ
る
公
卿
八
人
の
う
ち
諸
大
夫
家
の
者
は
五
人
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
摂
関
家
の
家
司
あ
る
い
は
近
習
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

諸
大
夫
家
の
者
は
そ
も
そ
も
公
卿
に
な
れ
な
い
う
え
に
、
公
卿
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
受
領
は
摂
関
家
の
家
司
・
近
習
者
に
限
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
諸
大
夫
家
の
一
般
の
受
領
が
公
卿
に
な
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
忠
平
流
藤
原
氏
は
一
〇
世
紀
の
後
半
は
人
数
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
受
領
に
な
っ
た
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
が
、
＝
世
紀

に
な
る
と
忠
平
流
藤
原
氏
で
あ
っ
て
も
傍
流
の
者
は
公
卿
に
な
れ
ず
に
受
領
に
な
る
者
が
多
く
な
る
。
し
か
し
、
一
一
世
紀
前
半
に
お
い

て
は
そ
う
し
た
者
は
誰
も
公
卿
に
は
な
っ
て
い
な
．
い
。
こ
の
時
期
の
忠
平
流
藤
原
氏
に
あ
っ
て
は
受
領
に
な
る
こ
と
は
公
卿
へ
の
道
を
閉

ざ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
受
領
を
経
た
公
卿
が
大
幅
に
減
少
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
な
る

と
受
領
は
上
級
貴
族
に
は
な
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
受
領
巨
四
位
・
五
位
止
ま
り
の
中
下
級
貴
族
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
！
）

　
一
一
世
紀
後
半
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
は
五
四
人
で
、
こ
の
う
ち
受
領
経
験
者
は
一
〇
人
で
あ
る
。
公
卿
の
大
半
が
忠
平
流
藤
原

氏
と
一
部
の
源
氏
で
占
め
ら
れ
、
受
領
経
験
の
あ
る
公
卿
が
少
な
い
こ
と
は
前
半
期
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
一
方
で
、
＝
世
紀
末

ご
ろ
か
ら
忠
平
流
藤
原
氏
で
受
領
を
経
て
公
卿
に
な
る
者
が
み
ら
れ
る
な
ど
、
一
二
世
紀
に
顕
著
と
な
る
状
況
の
】
端
が
あ
ら
わ
れ
て
く

る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
一
二
世
紀
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
一
二
世
紀
前
半
に
な
る
と
、
第
1
表
を
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
院
権
力
の
増
大
に
よ
り
藤
原
氏
の
公
卿
の
構
成
が
大
き
く
変
わ
る
。

忠
平
流
藤
原
氏
で
は
公
季
流
と
頼
宗
流
の
公
卿
が
増
え
る
。
前
者
は
数
代
に
わ
た
り
天
皇
の
生
母
を
出
し
た
外
戚
家
で
あ
り
、
後
者
は
白

河
院
の
寵
臣
宗
通
が
出
て
、
そ
の
子
・
孫
五
人
が
公
卿
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
実
頼
流
は
そ
の
数
を
大
き

く
減
ら
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
藤
原
氏
で
は
高
藤
流
と
末
茂
流
の
数
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
流
で
為
房
及
び
顕
季
以
降
有

力
な
院
近
臣
が
相
次
い
だ
た
め
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
一
二
世
紀
前
半
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
は
六
五
人
お
り
、
こ
の
う
ち
受
領
経
験
者
は
三
〇
人
い
る
。
】
一
世
紀
に
受
領
を
経
た
公

卿
の
数
は
大
幅
に
減
る
が
、
一
二
世
紀
に
な
る
と
ま
た
増
加
す
る
。
つ
ま
り
、
再
び
受
領
1
1
四
位
・
五
位
止
ま
り
の
中
下
級
貴
族
で
は
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
忠
平
流
藤
原
氏
で
受
領
を
経
て
公
卿
に
な
る
者
が
増
え
る
。
と
り
わ
け
、
公
季
流
、
頼
宗
流
、

道
隆
流
に
そ
の
傾
向
が
強
い
。
こ
う
し
た
結
果
、
受
領
を
経
た
公
卿
も
公
卿
就
任
後
順
調
に
昇
進
す
る
よ
う
に
な
る
。
公
卿
就
任
後
の
昇

進
状
況
を
み
る
と
、
大
臣
の
う
ち
四
人
、
大
納
言
、
中
納
言
も
そ
の
約
半
数
が
受
領
経
験
者
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
受
領
経
験
の
あ
る
公

卿
は
あ
ま
り
昇
進
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
一
二
世
紀
に
な
る
と
一
般
の
公
卿
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
公
卿
が
受
領

の
経
歴
を
も
つ
こ
と
が
な
ん
ら
特
別
の
こ
と
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
の
受
領
を
経
た
公
卿
は
そ
の
経
歴
に
よ
り
大
き
く
三
つ
の
類
型
（
以
下
で
は
そ
れ
ら
を
A
型
、
B
型
、
C
型
と
す
る
）
及
び

そ
の
他
（
以
下
で
は
D
型
と
す
る
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
型
は
少
年
時
に
受
領
に
な
り
、
五
－
一
〇
年
程
度
受
領
を
つ
と
め
な

が
ら
侍
従
、
少
将
、
中
将
、
蔵
人
頭
の
コ
ー
ス
を
経
て
、
二
〇
⊥
二
〇
代
前
半
で
公
卿
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
A
型
は
公
卿
に
な
っ
て
か

ら
も
昇
進
を
続
け
、
大
臣
に
な
っ
て
い
る
者
も
多
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
公
季
重
及
び
頼
宗
流
藤
原
氏
で
あ
る
。
近
衛
次
将
か
ら
蔵
人
頭

を
経
て
二
〇
⊥
二
〇
代
で
公
卿
に
な
る
の
は
当
時
の
高
級
貴
族
子
弟
が
あ
ゆ
む
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
少
年
時
に
受
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

を
兼
任
す
る
と
い
う
の
が
A
型
の
特
徴
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
公
季
流
及
び
頼
宗
流
は
院
権
力
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
ま
た
、

当
時
は
受
領
の
ポ
ス
ト
を
得
る
と
莫
大
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
融
通
・
重
通
の
父
宗
通
の
霊
異
に
は
「
上
皇
被
レ
仰
コ
繋
駕
事
一
、

伍
天
下
之
権
威
傍
若
無
人
也
、
家
二
二
建
言
一
、
富
勝
二
衆
人
一
、
就
レ
中
子
孫
繁
昌
、
只
如
レ
任
レ
意
也
。
（
中
略
）
家
有
二
両
国
一
足
酢
、
福
貴

　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

相
兼
、
家
門
繁
昌
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
故
に
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
A
型
の
公
卿
が
少
年
時
に
受
領
に
な
っ
た
の
は
院
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

よ
る
本
人
あ
る
い
は
後
見
人
に
対
す
る
経
済
的
優
遇
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
B
型
は
受
領
を
長
期
に
わ
た
っ
て
つ
と
め
、
受
領
を
辞
し
て
ま
も
な
く
に
公
卿
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
A
型
と
異
な
り
、
公
卿
に
な
る

「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
こ

八
五



八
六

の
が
高
年
で
、
そ
の
後
も
あ
ま
り
昇
進
は
せ
ず
、
非
参
議
の
ま
ま
の
者
も
多
い
。
ま
た
、
諸
大
夫
家
、
と
り
わ
け
末
茂
流
の
者
が
多
く
、

一
部
に
公
達
家
の
者
が
い
る
が
、
い
ず
れ
も
傍
流
で
あ
る
。
B
型
の
第
一
の
特
徴
は
、
成
功
や
重
任
を
繰
り
返
し
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て

受
領
を
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
成
功
・
重
任
の
内
容
は
六
勝
寺
や
院
御
所
な
ど
院
に
関
係
す
る
造
寺
・
造
営
が
圧
倒
的
に
多
い
。
受

領
在
任
期
間
が
二
〇
年
を
超
え
る
者
も
多
く
、
藤
原
忠
隆
は
一
〇
歳
か
ら
四
七
歳
ま
で
三
八
年
に
わ
た
っ
て
受
領
を
つ
と
め
、
こ
の
間
最

勝
寺
、
鳥
羽
・
白
河
の
御
堂
、
大
炊
殿
、
万
里
小
路
殿
な
ど
の
造
営
に
よ
っ
て
成
功
・
重
任
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
第
二
の
特
徴
は
い
ず

れ
も
が
院
や
天
皇
の
有
力
な
近
臣
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
顕
季
は
周
知
の
よ
う
に
白
河
上
皇
の
乳
母
子
で
、
末
茂
流
の
他
の
四
人
は

曲
言
の
子
や
孫
で
あ
る
。
道
隆
流
の
藤
原
基
隆
も
堀
河
天
皇
乳
母
子
で
、
忠
隆
は
そ
の
男
で
あ
る
。
良
門
流
の
藤
原
清
隆
も
近
衛
天
皇
の

急
心
で
、
白
河
・
鳥
羽
院
司
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
B
型
に
は
乳
母
子
の
関
係
で
院
や
天
皇
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
有
力
近
臣
に
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

い
る
者
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　
B
型
の
原
型
は
摂
関
期
に
お
け
る
摂
関
家
の
家
司
・
近
習
受
領
で
公
卿
に
な
っ
た
者
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
藤
原
惟
憲
は
後
一
条

天
皇
の
乳
父
で
、
一
六
年
受
領
を
つ
と
め
た
あ
と
従
三
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
高
階
成
章
は
二
〇
年
、
藤
原
隆
佐
は
二
八
年
に
わ
た
っ
て

受
領
を
つ
と
め
た
あ
と
従
三
位
と
な
っ
て
い
る
。
受
領
の
任
期
が
連
続
し
て
い
な
い
な
ど
の
相
違
点
も
あ
る
が
、
B
型
は
こ
う
し
た
摂
関

期
の
家
司
・
近
習
受
領
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
C
型
は
受
領
を
つ
と
め
な
が
ら
あ
る
い
は
っ
と
め
た
後
、
弁
官
、
蔵
人
頭
の
コ
ー
ス
を
経
て
公
卿
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
A
・
B
型
は

少
年
時
に
受
領
と
な
る
者
が
多
か
っ
た
が
、
C
型
は
逆
に
そ
う
し
た
者
は
少
な
い
。
公
卿
に
な
る
の
は
高
年
に
な
っ
て
か
ら
で
、
そ
の
後

は
あ
ま
り
昇
進
し
て
い
な
い
。
氏
・
流
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
と
り
わ
け
高
藤
流
の
者
が
多
く
、
院
司
と
と
も
に
摂
関
家
の
家
司
や
関
係
者

　
　
　
（
2
7
）

も
み
ら
れ
る
。

　
C
型
も
B
型
と
同
様
そ
の
原
型
は
摂
関
期
に
あ
る
。
藤
原
道
長
妻
倫
子
の
甥
源
経
頼
は
和
泉
守
の
時
に
左
心
弁
を
兼
ね
、
そ
の
後
左
中



弁
、
右
大
弁
、
蔵
人
頭
を
経
て
参
議
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
頼
通
の
近
習
で
後
朱
雀
天
皇
乳
母
子
の
藤
原
泰
憲
は
二
〇
年
近
く
受

領
を
つ
と
め
な
が
ら
右
少
弁
、
左
中
弁
、
蔵
人
頭
を
経
て
参
議
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
A
型
は
一
↓
世
紀
末
に
は
じ
ま
る
も
の
だ
が
、
B
・
C
型
は
そ
の
原
型
を
そ
れ
以
前
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
摂
関
期

は
忠
平
流
藤
原
氏
と
一
部
の
源
氏
が
公
卿
の
大
半
を
占
め
て
い
た
た
め
、
諸
大
夫
家
で
は
摂
関
家
家
司
と
し
て
摂
関
家
に
奉
仕
し
て
き
た

ご
く
一
部
の
者
だ
け
が
公
卿
に
な
り
え
た
の
だ
が
、
一
一
世
紀
末
に
な
っ
て
摂
関
家
に
つ
な
が
る
公
卿
の
数
が
減
少
し
、
摂
関
家
に
代
わ

り
院
に
奉
仕
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
た
ち
の
地
位
が
院
権
力
の
増
大
に
よ
り
相
対
的
に
向
上
し
た
た
め
、
B
・
C
型
公
卿
の
増
加
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
年
少
者
の
受
領
、
す
な
わ
ち
少
年
受
領
の
増
加
で
あ
る
。
受
領
を
経
た
新
公
卿

三
〇
人
の
う
ち
一
六
人
が
受
領
に
な
っ
た
時
の
年
齢
が
二
〇
歳
未
満
で
あ
る
。
そ
し
て
、
年
少
者
で
も
受
領
に
な
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
時

期
に
受
領
を
経
た
公
卿
が
増
加
す
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
A
型
の
公
卿
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
少
年
受
領
の
場
合
は
受
領

と
は
い
っ
て
も
実
務
は
父
親
な
ど
後
見
人
が
と
っ
て
お
り
、
そ
の
地
位
は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
受
領
は

現
地
赴
任
が
原
則
で
あ
っ
た
が
、
一
一
世
紀
末
頃
か
ら
受
領
の
遙
任
化
が
進
み
、
受
領
は
在
京
し
て
国
務
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

　
　
（
2
8
）

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
近
衛
次
将
を
経
て
二
〇
代
で
公
卿
に
な
る
よ
う
な
上
級
貴
族
は
受
領
に
な
る
こ
と
は
事
実
上
あ
り
え
な

か
っ
た
の
だ
が
、
一
一
世
紀
末
以
降
年
少
時
に
受
領
を
兼
任
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
彼
ら
で
も
受
領
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
一
二
世
紀
後
半
に
新
た
に
公
卿
に
な
っ
た
者
は
］
五
五
人
で
、
こ
の
う
ち
受
領
経
験
者
は
八
○
人
い
る
。
つ
ま
り
新
公
卿
の
数
が
大
幅

に
増
え
る
と
と
も
に
、
受
領
を
経
た
公
卿
の
数
も
増
加
し
、
新
公
卿
の
過
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
藤
原
氏
の
新
公
卿
は
全

体
的
に
増
加
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
著
し
い
の
が
高
藤
流
と
末
茂
流
で
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
受
領
経
験
者
で
あ
る
。
藤
原
氏
以
外
で
は

「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
一
）

入
七



八
八

桓
武
平
氏
が
急
増
し
て
い
る
。
な
お
、
桓
武
平
氏
の
内
訳
は
、
武
門
平
氏
が
一
二
人
（
受
領
経
験
者
は
「
○
人
）
、
堂
上
平
氏
が
六
人
（
受

領
経
験
者
は
四
人
）
で
あ
る
。

　
受
領
経
験
の
あ
る
公
卿
の
昇
進
状
況
は
前
半
期
と
同
じ
で
、
一
般
の
公
卿
と
の
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
お
、
受
領
を
経
て
大
臣
に
な
っ

た
者
が
三
人
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
武
門
平
氏
で
あ
る
（
平
清
盛
、
平
重
盛
、
平
宗
盛
）
。
藤
原
氏
に
お
い
て
は
受
領
を
経
て
大

臣
に
な
る
者
は
い
な
く
な
る
。
＝
一
世
紀
前
半
に
お
い
て
は
師
実
流
の
ほ
か
公
季
流
や
長
吉
流
か
ら
も
受
領
を
経
て
大
臣
に
な
る
者
が
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

た
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
そ
う
し
た
者
は
い
な
く
な
る
。
大
臣
を
出
す
摂
家
流
、
公
季
流
、
師
事
流
に
お
い
て
受
領
を
経
て
公
卿
に
な
る
者

の
数
が
少
な
い
の
は
こ
う
し
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
二
世
紀
前
半
と
同
様
受
領
を
経
て
公
卿
に
な
っ
た
者
は
A
型
、
B
型
、
C
型
の
三
つ
の
類
型
と
そ
の
他
の
D
型
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
公
卿
に
な
る
ま
で
の
経
歴
が
多
様
化
し
、
A
・
B
・
C
型
の
い
ず
れ
で
も
な
い
も
の
が
多
く
な
る
。

そ
の
た
め
A
・
B
・
C
・
D
型
が
そ
れ
ぞ
れ
約
二
〇
例
ず
っ
と
な
る
。

　
A
型
は
、
＝
一
世
紀
前
半
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
公
季
流
及
び
頼
銀
流
藤
原
氏
だ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
公
達
家
だ
け
で
な
く
諸

大
夫
家
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
氏
・
流
の
者
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
一
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
近
衛
次
将
の
数
が
増
え
る
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

に
諸
大
夫
家
な
ど
そ
れ
ま
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
家
か
ら
も
近
衛
次
将
が
次
々
に
出
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
諸
大
夫

家
な
ど
の
者
が
増
え
た
た
め
、
一
二
世
紀
前
半
に
比
べ
る
と
極
官
は
全
体
と
し
て
低
く
な
り
、
B
・
C
型
と
の
差
は
あ
ま
り
な
い
。

　
B
型
は
、
一
二
世
紀
前
半
と
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
く
、
大
半
が
諸
大
夫
家
で
、
中
で
も
末
茂
流
の
者
が
多
い
。
極
官
も
低
く
、
過
半
数

が
非
参
議
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
C
型
も
基
本
的
に
は
↓
二
世
紀
前
半
と
同
じ
だ
が
、
高
藤
流
の
者
が
約
半
数
を
占
め
、
高
藤
流
の
割
合
が
さ
ら
に
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
な
お
、
受
領
を
経
た
新
公
卿
八
○
人
の
う
ち
五
五
人
が
受
領
に
な
っ
た
時
の
年
齢
が
二
〇
歳
未
満
で
あ
る
。
少
年
受
領
の
割
合
は
一
二



世
紀
前
半
よ
り
も
さ
ら
に
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
本
章
で
は
受
領
に
な
っ
た
貴
族
の
階
層
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
一
一
世
紀
に
お
い
て
は
受
領
を
経
て
公
卿
に
な
る
者
は
ほ

と
ん
ど
お
ら
ず
、
従
っ
て
受
領
一
四
位
㌔
五
位
止
ま
り
の
中
下
級
貴
族
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
、
一
〇
世
紀
は
新

公
卿
の
約
三
分
の
一
、
一
二
世
紀
は
約
二
分
の
一
が
受
領
経
験
者
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
二
世
紀
に
お
い
て
は
公
卿
就
任
後
も
一
般
の
公
卿

と
同
じ
よ
う
に
昇
進
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
受
領
は
受
領
全
体
か
ら
み
れ
ば
わ
ず
か
な
数
で
あ
ろ
う
が
、
公
卿
1
1
上
級
貴
族

に
な
り
う
る
人
数
は
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
］
O
i
一
二
世
紀
の
受
領
巨
四
位
・
五
位
止
ま
り
の
中
下
級
貴
族
と
は
簡
単
に
は
い
え
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
四
位
・
五
位
止
ま
り
の
中
下
級
貴
族
と
い
う
受
領
像
が
一
般
的
で
あ
る
の
は
、
一
一
世
紀
の
受
領
が
実
際
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
と
、
一

一
世
紀
に
は
受
領
を
父
に
持
つ
紫
式
部
や
清
少
納
言
な
ど
の
女
流
文
学
者
が
活
躍
し
、
そ
の
時
期
の
受
領
が
と
り
わ
け
注
目
を
集
め
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
〇
1
一
二
世
紀
の
受
領
を
す
べ
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
問
題
で
あ
り
、
時
期
に
よ
り
受
領

の
階
層
に
は
変
遷
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
註

（
1
）
　
林
屋
辰
三
郎
「
平
安
京
に
お
け
る
受
領
の
生
活
」
（
同
『
古
代
国
家
の
解
体
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
、
初
出
は
一
九
四
六
年
）
、
同
「
院
政
の
成
立

　
　
に
就
い
て
」
（
同
前
書
、
初
出
は
】
九
四
六
年
）
、
同
「
中
世
社
会
の
成
立
と
受
領
層
」
（
同
前
書
、
初
出
は
一
九
四
九
年
）
、
同
「
院
政
政
権
の
歴
史
的
評

　
価
」
（
同
前
書
、
初
出
は
一
九
五
一
年
）
な
ど
。

（
2
）
　
橋
本
義
彦
「
摂
関
政
治
論
」
（
同
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
初
出
は
一
九
六
八
年
）
。

（
3
）
　
吉
川
真
司
「
摂
関
政
治
の
転
成
」
「
平
安
時
代
に
お
け
る
女
房
の
存
在
形
態
」
（
同
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
九
八
年
、
初
出
は
と
も
に

「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
一
）

八
九



九
〇

　
　
一
九
九
五
年
）
。
玉
井
力
氏
も
、
摂
関
期
の
受
領
に
つ
い
て
「
彼
ら
は
基
本
的
に
四
・
五
位
層
で
、
ご
く
一
部
が
公
卿
昇
進
を
果
た
せ
る
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た

　
　
（
諸
大
夫
層
）
。
そ
の
意
味
で
は
受
領
層
と
い
う
と
ら
え
方
も
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
」
と
さ
れ
て
い
る
（
同
「
十
・
十
一
世
紀
の
日
本
」
、
同
『
平
安
時

　
　
代
の
貴
族
と
天
皇
』
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）
。
ま
た
、
上
島
享
氏
も
「
受
領
へ
の
国
司
権
限
の
集
中
が
進
み
、
受
領
が
任
国

　
　
の
徴
税
を
請
け
負
う
体
制
が
で
き
て
い
く
な
か
で
、
地
方
支
配
を
専
門
と
す
る
受
領
層
が
形
成
さ
れ
、
彼
等
の
多
く
は
家
司
と
し
て
摂
関
家
に
仕
え
た
」

　
　
と
さ
れ
て
い
る
（
同
「
国
司
制
度
の
変
遷
と
知
行
国
制
の
形
成
」
、
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
』
古
代
中
世
、
筆
意
閣
出
版
、
｝
九
九
七
年
）
。

（
4
）
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
。
な
お
、
『
同
』
第
二
版
（
二
〇
〇
一
年
）
で
は
「
平
安
時
代
中
期
以
降
、
受
領
に
任
命
さ
れ
る
階
層
。

　
　
お
お
よ
そ
四
・
五
位
を
生
涯
の
最
高
位
と
す
る
中
・
下
級
貴
族
。
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
5
）
　
以
下
で
は
、
公
卿
に
な
っ
た
貴
族
を
上
級
貴
族
（
層
）
、
四
位
・
五
位
止
ま
り
の
貴
族
を
中
下
級
貴
族
（
層
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
6
）
　
受
領
に
は
六
位
の
者
も
い
た
が
、
そ
う
し
た
六
位
受
領
は
ご
く
一
部
に
限
ら
れ
る
の
で
、
本
稿
で
は
受
領
は
基
本
的
に
五
位
以
上
と
し
て
考
察
を
行
う
。

　
　
な
お
、
受
領
の
任
国
・
任
期
等
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
崎
康
充
編
『
国
司
補
任
』
三
一
五
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
〇
・
一
九
九
一
年
）
を

　
　
利
用
し
た
。

（
7
）
　
「
顕
隆
卿
等
孫
」
「
惟
孝
説
孝
孫
」
は
「
高
藤
」
に
含
め
た
。

（
8
）
藤
原
基
経
の
子
・
孫
が
計
八
人
お
り
（
こ
の
う
ち
忠
平
流
は
四
人
）
、
こ
の
流
が
や
や
多
い
と
い
え
る
。

（
9
）
　
藤
原
興
範
（
宇
合
）
、
橘
澄
清
（
橘
）
、
三
善
清
行
（
三
善
）
、
橘
良
殖
（
橘
）
、
源
悦
（
嵯
峨
）
、
藤
原
邦
基
（
良
世
）
、
藤
原
扶
幹
（
摂
家
）
、
藤
原
当
幹

　
　
（
武
智
麻
呂
）
、
二
面
頼
（
橘
）
、
伴
保
平
（
伴
）
、
藤
原
忠
文
（
宇
合
）
、
源
清
平
（
光
孝
）
、
源
等
（
嵯
峨
）
、
平
随
時
（
仁
明
）
の
一
四
人
（
か
っ
こ
内

　
　
は
氏
・
流
、
以
下
同
じ
）
。

（
1
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
玉
井
力
氏
が
、
受
領
を
経
た
公
卿
は
「
お
お
む
ね
高
年
齢
に
な
つ
．
て
そ
の
地
位
を
得
る
に
と
ど
ま
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て

　
　
い
る
（
同
注
（
3
＞
前
掲
論
文
）
。

（
1
1
）
　
源
正
明
（
光
孝
）
、
藤
原
有
相
（
良
世
）
、
藤
原
元
名
（
長
良
）
、
藤
原
文
範
（
長
良
）
、
藤
原
守
義
（
魚
名
）
、
源
歯
面
（
文
徳
）
、
藤
原
為
輔
（
高
藤
）
、

　
　
藤
原
国
章
（
長
良
）
、
藤
原
菅
平
（
長
良
）
、
大
江
斉
光
（
大
江
）
、
橘
恒
平
（
橘
）
、
藤
原
サ
忠
（
貞
嗣
）
、
藤
原
安
親
（
魚
名
）
、
源
泰
清
（
醍
醐
）
、
源
清

　
　
延
（
光
孝
）
、
藤
原
有
国
（
内
麻
呂
）
、
平
志
士
（
平
）
、
藤
原
忠
信
（
魚
名
）
、
源
扶
義
（
宇
多
）
の
一
九
人
。



（
1
2
）
　
藤
原
有
国
は
当
初
非
参
議
で
あ
っ
た
が
長
保
三
年
に
参
議
に
な
っ
て
い
る
。

（
1
3
）
．
『
朝
野
群
載
』
巻
七
応
和
元
年
五
月
】
五
日
長
者
宣
。

（
1
4
）
　
『
公
卿
補
任
』
永
観
元
年
橘
恒
平
項
。

（
1
5
）
　
正
暦
元
年
藤
原
有
国
喪
、
正
暦
三
年
平
惟
仲
項
。
こ
の
ほ
か
、
源
扶
義
は
藤
原
道
長
の
義
兄
、
源
清
延
は
藤
原
実
生
の
乳
管
で
あ
る
（
『
小
右
記
』
長
和

　
　
四
年
六
月
七
日
条
）
。
な
お
、
一
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
受
領
を
経
た
公
卿
で
か
つ
摂
関
家
家
司
で
あ
る
の
は
伴
保
平
だ
け
で
あ
る
。

（
1
6
）
　
次
に
み
る
よ
・
ワ
に
、
忠
平
流
の
藤
原
氏
と
宇
多
・
醍
醐
・
村
上
の
源
氏
以
外
の
公
卿
六
人
の
う
ち
五
人
は
受
領
を
経
て
い
る
が
、
彼
ら
は
い
ず
れ
も
摂

　
　
関
家
の
家
司
あ
る
い
は
近
習
者
で
あ
る
。
従
っ
て
、
忠
平
流
の
藤
原
氏
と
｝
部
の
源
氏
に
よ
り
公
卿
の
ポ
ス
ト
が
独
占
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言

　
　
で
は
な
い
。
な
お
、
も
う
一
人
の
武
智
麻
呂
流
の
藤
原
重
サ
は
実
務
官
僚
型
の
公
卿
で
、
父
の
大
納
言
懐
忠
の
辞
官
二
心
に
よ
り
右
中
傷
と
な
り
、
約
二

　
　
〇
年
に
わ
た
り
弁
官
を
つ
と
め
た
後
公
卿
に
な
っ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
家
格
の
成
立
に
つ
い
て
は
玉
井
力
氏
が
詳
細
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
（
同
「
「
院
政
」
支
配
と
貴
族
官
人
層
」
、
同
筆
（
3
）
前
掲
書
、
初
出
は
一
九
八
七

　
年
）
。

（
1
8
）
　
平
親
信
（
平
）
、
藤
原
広
業
（
内
麻
呂
）
、
藤
原
惟
憲
（
高
藤
）
、
源
経
緯
（
宇
多
）
、
大
中
臣
輔
親
（
中
臣
）
、
源
経
長
（
宇
多
）
、
巨
資
通
（
宇
多
）
、
藤

　
　
原
資
業
（
内
麻
呂
）
の
八
人
。

（
！
9
）
　
八
人
の
公
卿
の
極
官
は
源
経
長
を
除
け
ば
い
ず
れ
も
参
議
な
い
し
は
非
参
議
で
、
公
卿
就
任
後
ほ
と
ん
ど
昇
進
し
て
い
な
い
。

（
2
0
）
　
藤
原
広
業
、
藤
原
惟
憲
は
道
長
家
司
。
平
親
信
は
東
三
条
院
院
司
で
、
そ
の
男
の
重
義
・
理
義
は
道
長
家
司
。
大
中
臣
輔
親
は
皇
太
后
宮
（
詮
子
）
宮

　
　
司
で
藤
原
教
通
の
乳
父
。
藤
原
資
業
は
東
宮
（
敦
成
親
四
目
後
｝
条
天
皇
）
の
学
士
で
目
土
。

　
　
な
お
、
受
領
経
験
の
あ
る
公
卿
八
人
の
う
ち
公
達
家
の
者
は
三
人
で
、
い
ず
れ
も
宇
多
源
氏
で
あ
る
（
財
経
頼
、
源
経
長
、
源
難
事
）
。
t
の
う
ち
、
源

　
　
二
曹
は
道
長
の
妻
倫
子
の
甥
、
源
資
通
は
頼
通
近
習
（
『
春
記
』
長
暦
三
年
］
○
月
＝
］
日
条
）
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
五
人
と
共
通
性
が
あ
る
。
一
方
、

　
　
こ
の
三
人
は
実
務
官
僚
型
の
公
卿
で
も
あ
り
、
い
ず
れ
も
長
期
問
弁
官
を
つ
と
め
蔵
人
頭
を
経
て
公
卿
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
高
階
成
章
（
高
階
）
、
藤
原
隆
佐
（
高
藤
）
、
藤
原
師
成
（
師
サ
）
、
藤
原
泰
憲
（
高
藤
）
、
源
俊
明
（
醍
醐
）
、
藤
原
藩
政
（
内
麻
呂
）
、
藤
原
経
書
（
実

　
　
頼
）
、
大
江
匡
房
（
大
江
）
、
藤
原
仲
実
（
公
季
）
、
藤
原
忠
教
（
師
実
）
の
一
〇
入
。

「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
こ

九
一



九
二

（
2
2
）
　
次
の
三
〇
人
。

　
　
A
藤
原
二
季
（
立
話
）
、
藤
原
実
能
（
公
季
）
、
藤
原
伊
通
（
頼
宗
）
、
藤
原
重
通
（
朝
宗
）
、
藤
原
季
成
（
公
季
）
、
藤
原
公
能
（
公
季
）
、
藤
原
忠
雅
（
師

　
　
　
実
）
、
藤
原
公
通
（
公
季
）

　
　
B
藤
原
薄
緑
（
末
茂
）
、
藤
原
長
恨
（
末
茂
）
、
藤
原
経
患
（
道
隆
）
、
藤
原
基
隆
（
道
隆
）
、
藤
原
家
保
（
末
茂
）
、
源
有
賢
（
宇
多
）
、
藤
原
家
成
（
末
茂
）
、

　
　
　
藤
原
顕
輔
（
末
茂
）
、
藤
原
清
隆
（
良
門
）
、
藤
原
忠
隆
（
道
隆
）

　
　
C
源
重
資
（
醍
醐
）
、
藤
原
為
房
（
高
藤
）
、
藤
原
顕
隆
（
高
藤
）
、
藤
原
為
隆
（
高
藤
）
、
藤
原
顕
頼
（
高
藤
）
、
源
師
俊
（
村
上
）
、
藤
原
宗
成
（
頼
宗
）
、

　
　
　
平
実
親
（
平
）

　
　
D
源
顕
仲
（
村
上
）
、
藤
原
実
光
（
内
麻
呂
）
、
大
中
臣
清
親
（
中
臣
）
、
藤
原
忠
能
（
道
隆
）

（
2
3
）
　
一
〇
、
＝
世
紀
の
受
領
経
験
の
あ
る
公
卿
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
長
年
官
僚
を
つ
と
め
、
高
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
公
卿
に
な
っ
て
い
る
。
故
に
、

　
　
エ
リ
ー
ト
ポ
ス
ト
で
あ
る
近
衛
次
将
を
経
た
者
は
少
な
い
。
源
俊
明
以
前
に
は
六
人
し
か
お
ら
ず
、
こ
の
う
ち
近
衛
次
将
と
蔵
人
頭
の
両
方
を
経
た
の
は

　
　
源
惟
正
の
み
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
『
中
右
記
』
保
安
元
年
七
月
二
二
日
条
。

（
2
5
）
　
藤
原
忠
雅
は
師
実
の
曾
孫
だ
が
、
外
祖
父
、
外
叔
父
が
院
近
臣
藤
原
家
保
、
家
成
で
あ
る
。
忠
雅
は
｝
○
歳
で
父
忠
宗
を
失
っ
て
以
降
彼
ら
の
も
と
で

　
　
育
て
ら
れ
た
。
美
濃
守
に
任
じ
ら
れ
る
前
に
右
少
将
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
家
保
が
参
議
を
辞
し
て
申
任
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

　
　
忠
雅
が
受
領
に
な
っ
た
こ
と
に
は
院
近
臣
で
あ
る
家
保
や
家
成
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
A
型
は
＝
世
紀
末
か
ら
み
え
は
じ
め
る
。
源
俊
明
、
藤
原
仲
実
、
藤
原
忠
教
の
三
人
が
そ
れ
で
あ
る
。
三
人
は
一
八
歳
、
一
五
歳
、
一
五
歳

　
　
で
受
領
に
な
り
、
い
ず
れ
も
近
衛
次
将
、
蔵
人
頭
を
経
て
、
三
二
歳
、
二
九
歳
、
二
六
歳
で
公
卿
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
公
評
流
の
藤
原
仲
実
が
少

　
　
年
時
に
受
領
に
な
っ
た
の
は
本
文
で
述
べ
た
公
結
盟
の
諸
公
卿
と
同
じ
理
由
で
あ
ろ
う
。
源
俊
明
は
後
冷
泉
天
皇
の
寵
臣
で
あ
る
父
靖
国
の
辞
官
申
任
に

　
　
よ
り
受
領
と
な
り
、
そ
の
後
公
卿
に
な
っ
た
の
は
後
三
条
天
皇
、
白
河
天
皇
に
仕
え
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
藤
原
師
実
男
の
忠
教
の
場
合
は
や
は

　
　
り
摂
関
家
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
よ
う
。

（
2
6
）
　
藤
原
家
保
も
崇
徳
天
皇
乳
父
で
、
そ
の
男
家
成
は
乳
母
子
で
あ
る
。
藤
原
経
費
も
鳥
羽
岳
父
で
あ
る
。



（
2
7
）
　
こ
う
し
た
実
務
官
僚
と
し
て
の
高
藤
（
勧
修
寺
）
流
藤
原
氏
に
つ
い
て
は
、
橋
本
義
彦
「
勧
修
寺
流
藤
原
氏
の
形
成
と
そ
の
性
格
」
（
同
注
（
2
）
前
掲

　
　
書
、
初
出
は
一
九
六
二
年
）
が
詳
し
い
。

（
2
8
）
　
佐
藤
泰
弘
「
受
領
の
成
立
」
（
日
本
の
時
代
史
五
．
『
平
安
京
』
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。

（
2
9
）
次
の
八
○
人
。

　
　
A
藤
原
信
頼
（
道
隆
）
、
藤
原
成
親
（
立
酒
）
、
藤
原
成
範
（
三
聖
）
、
平
宗
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
実
守
（
公
季
）
、
藤
原
基
家
（
頼
宗
）
、
藤
原
脩
範
（
貞

　
　
　
嗣
）
、
平
知
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
定
能
（
道
綱
）
、
藤
原
光
能
（
長
家
）
、
藤
原
雅
長
（
師
通
）
、
平
重
衡
（
平
・
武
）
、
藤
原
清
通
（
頼
宗
）
、
藤
原
隆
房

　
　
　
（
末
茂
）
、
平
資
盛
（
平
・
武
）
、
賦
活
賢
（
宇
多
）
、
藤
原
実
教
（
公
平
）
、
藤
原
成
経
（
末
茂
）
、
藤
原
定
輔
（
道
隆
）
、
藤
原
実
明
（
公
季
）
、
藤
原
基

　
　
　
宗
（
頼
宗
）
、
藤
原
伊
輔
（
頼
宗
）

　
　
B
藤
原
顕
長
（
高
藤
）
、
藤
原
説
服
（
高
藤
）
、
藤
原
隆
季
（
末
茂
）
、
藤
原
季
行
（
道
綱
）
、
藤
原
光
隆
（
良
門
）
、
源
資
糧
（
宇
多
）
、
藤
原
家
明
（
末
茂
）
、

　
　
　
藤
原
二
念
（
末
茂
）
、
藤
原
二
念
（
長
家
）
、
平
頼
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
定
義
（
三
門
）
、
藤
原
重
家
（
末
茂
）
、
平
経
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
親
房
（
道

　
　
　
隆
）
、
平
通
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
季
能
（
末
茂
）
、
藤
原
雅
隆
（
良
門
）
、
藤
原
感
能
（
貞
嗣
）
、
高
階
経
仲
（
高
階
）

　
　
C
藤
原
朝
命
（
高
藤
）
、
藤
原
光
点
（
高
藤
）
、
藤
原
雅
教
（
師
通
）
、
平
楽
家
（
平
・
堂
）
、
藤
原
惟
方
（
高
藤
）
、
藤
原
二
時
（
高
藤
）
、
平
親
範
（
平
・

　
　
堂
）
、
藤
原
成
頼
（
高
藤
）
、
藤
原
朝
方
（
高
藤
）
、
藤
原
俊
経
（
内
麻
呂
）
、
藤
原
長
方
（
高
藤
）
、
藤
原
歯
槽
（
高
藤
）
、
平
絹
宗
（
平
・
堂
）
、
藤
原
光

　
　
　
雅
（
高
藤
）
、
源
兼
忠
（
村
上
）
、
藤
原
定
長
（
高
藤
）
、
平
基
親
（
平
・
堂
）
、
藤
原
親
雅
（
高
藤
）
、
藤
原
宗
頼
（
高
藤
）
、
藤
原
定
経
（
高
藤
）
、
藤
原

　
　
宗
隆
（
高
藤
）

　
　
D
藤
原
長
輔
（
末
茂
）
、
大
中
臣
親
章
（
中
臣
）
、
平
清
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
範
兼
（
貞
嗣
）
、
平
重
盛
（
平
・
武
）
、
藤
原
三
綱
（
良
門
）
、
平
教
盛
（
平
・

　
　
武
）
、
藤
原
永
範
（
貞
嗣
）
、
藤
原
信
隆
（
道
隆
）
、
藤
原
隆
輔
（
末
茂
）
、
藤
原
実
清
（
末
茂
）
、
藤
原
頼
輔
（
師
実
）
、
藤
原
頼
季
（
藤
津
）
、
高
階
泰
経

　
　
　
（
高
階
）
、
藤
原
能
保
（
頼
宗
）
、
藤
原
季
経
（
末
茂
）
、
藤
原
隆
保
（
末
口
）
、
藤
原
範
季
（
貞
嗣
）

（
3
0
）
　
公
血
流
に
お
い
て
こ
の
こ
ろ
か
ら
受
領
を
経
て
大
臣
に
な
る
者
が
い
な
く
な
る
こ
と
は
玉
井
力
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
玉
井
力
注
（
1
7
）

　
前
掲
論
文
）
。
な
お
、
頼
宗
流
か
ら
は
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
大
臣
は
出
な
く
な
る
。

（
3
1
）
　
玉
井
力
注
（
1
7
）
前
掲
論
文
。

　
「
受
領
層
」
に
つ
い
て
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三


